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表 1 研究対象者の属性

年 齢

精神科救急病棟で勤務する看護師の職務ス トレスの特殊性

20代 前半 i30ft前 半 130千宅前半 120fに 後半 120代 後半 130代前半 130代後半 130fモ 後半 130代後半 130代後半
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精神科救急病棟ての

勤務経験年教

他の精神科機能病棟での
勤務経験の有無

他科ての勤務経験の有無

除くことのできない職務ス トレスとして位置づけら

れる。

看護者は、境界性パーソナ リティ障害患者 と接 し

た時の印象を、操作的行動 0不満・社会性の欠如な

どといつた厄介なイメージとして受け取つているこ

とが Bowerse L,(2003)[20]に よつて明らかとされて

いる。本研究においても、 似 路障害患者″滋罰″

で振 ク返 ク″ゞ できないのガミ特徴だ力ゝ ら、ス防 ιてい

る意味合いを感 じないで力 との語 りからも同様の

結果であつた。須藤 (2006)[21]は、看護者は統合失

調症患者や躁 うつ病患者 と接することによつて既に

形成されたフレームを持つているが、人格障害者に

は、そのフレームが当てはまらず境界性パーソナ リ

ティ障害患者の看護は難 しいとい う観念を持つてい

ると述べている。これらの先行研究と、 (人格障害

者や発達障害者は治療見込みがない)と の精神科救

急病棟看護師の体験は合致していた。そして、 〈精

神科複数診断患者や身体合併症患者の増加)は、こ

れまでの統合失調症や躁 うつ病患者 との看護で形成

されてきたフレームに (精神科複数診断患者や身体

合併症患者の増加)を追加せざるを得ない、精神科

救急看護の今後の課題を示唆するものであつた。

宮城 ら(2009)[22]は、触法精神障害に対するイメ

ージについて、病気を隠れ蓑に使 う。罪に対する意

識の欠如など、性格・症状に関するネガティブな感

情や危険で恐怖感を看護師が持つていることを明ら

かにした。これ らは、 (鑑定入院者には得体の知れ

ない怖 さを感 じる)と の下位カテゴリーからも本研

究の結果と一致 していた。精神科救急病棟では、医

療観察法病棟のような設備や治療スタッフが配置さ

れているわけでもなく、司法精神医療や看護を展開

することはきわめて困難な環境である。さらに、精

神科救急病棟の現状は、精神保健福祉法と医療観察

法とい う二つの法律を対象にしなければならない。

これにより、精神保健福祉法に基づく入院患者に対

しては、手厚い医療 と看護を提供 し徹底した早期の

退院へ向けた援助を行 う。 しかし、その一方で退院

どころか治療す らままならない医療観察法における

(鑑定入院者は治療を目的とせず看護が反映されな

い)と い う正反対の状況をひとつの精神科救急病棟

とい う空間の中で適用させていかなければならない。

このことも、 《鑑定入院者を受け入れることへの疲

弊》のひとつの要因であると考えられた。

川畑 (2009)[23]は、精神科急性期治療病棟 と精神

科救急病棟の治療評価 として比較を行い、看護業務

の中心は、身体管理 と症状評価へ変化 したと示唆 し

ている。このことからも推察されるように、 (行動

制限 (隔離 。身体拘束)は看護師の判断力に委ねられ

る〉ことは、川畑 (2009)[23]の指摘する症状評価に

相当する。そして、 レ 体拘束 をした夕だ、すぐに

晟 袈 %″落 ち着 いてしまって、そこまでナろ必要

があつたのか膨ん でしまうノとの (行動制限 (隔離 。

身体拘束)の基準が曖味で判断が難 しい〉ことは、患

者 の 状 態 像 を想 定 した 看 護 実 践 の 難 し さ

(東 ,2011)[3]や 短時間で看護師に症状をアセスメン

トすることが求められる (西池,2010)[24]と い う患

者の的確な病状評価の難 しさの表れでもある。つま

り、精神科救急病棟での 《看護師の行動制限 (隔離・

身体拘束)への影響力の大きさ》は、治療評価や判断

への直接的あるいは間接的な指標 となるため、精神

科救急病棟看護師にとつての治療参加の機会の表れ

でもあつた。

西池 (2010)[24]は、精神科救急入院料病棟の特性

から生じる看護師の困難感には、患者の治療よりも

ベッドコン トロールを優先しなければならないなど、

《ベッドコントロールに伴 う患者への様々な不利

益》について明らかにしている。 (病床確保を優先

しすぎて患者の病状が悪化する〉などの状況は、精

神科救急病棟のひとつの役割である、入院を受け入

れていく上での犠牲となる患者の不利益を懸念した
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精神科救急病棟で勤務する看護師の職務ストレスの特殊性

され ま力 といらた家族の受容過程を最後まで見届

けることな く、3か月の入院期間 とい う時間的な制

約が付きまとう精神科救急病棟での治療は完結 して

しま うことになる。

表 2 精神科救急病棟で勤務する看護師の職務ス トレスの特殊性

上位カデ IJ―|■‐■1中位カガ

'■

下位がたわ■

看護師としての存在
が脅かされる

患者からの威嚇・罵声・暴力などの攻撃がある

患者から自分の全存在を否定される

患者からの暴力や   暴力はある程度予防できるが暴言は防げない

暴言による負担   暴言や暴力を受けると不愉快な気分が続く

暴言や暴力を受けると患者との間に距離が生じる

暴力防止に関する研修会に参加した

初日入院患者の大部分が治療拒絶している

初回入院患
轟ξ

対する  聟霙念観曇畠              l険 性が高い

危険物の所持繕 戒する

事前の暖昧な患者情報から病状判断せざる黎 ない

軒雌浮篇心が貫[[:[31』III:i増苺liる
身体的緊急処置の際に患者から拒絶される

複雑な治療環境に             患者の自殺や自傷行為に直画した経験

伴う看護師の   自殺を予防することへの 頻繁な巡回でも自殺や自傷行為の予防は無理

不全感とジレンマ      限界     精神科における建物構造上の不備とマンパワー不足

個Ell的な自殺予防のために様々な対策を考える

再入院患者が多くてやりがい感をなくす

非効果的治療群への  人格障害者や発達障害者は治療見込みがない

無力感     人格障害者や発達障害者は治療 目標の共有が難しい

精神科複数診断患者や身体合併症患者の増加

鑑定入院者には得体の知れない怖さ盤 じる

鑑定入院者を受け入れる 鑑定入院者は患者より犯罪者とみてしまう

ことへの疲弊    鑑定入院者は離院させてはいけない

鑑定入院は治療を目的とせず看護が反映されない

幅離・身体拘束)‰ 舞動罵震木歌言穣颯コ鯨雇諄霞馨墓翼麗垢露規定菫私られる
看護師個々の臨床能力に格差がある

鱗鏃熟
[[信[甦懸鷺鷲ポ

する
病床確保優先へのあきらめ
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精神科救急病棟で勤務する看護師の職務ストレスの特殊性

表 2 精神科救急病棟で勤務する看護師の職務ス トレスの特殊性

上下関係に伴う

忍耐と不満

自分では納得できない先輩看護師の意見を採用する

先輩看護師の   行動制限 (隔離・身体拘束)における先輩看護師の判断が優先される

判断や対応の優先と  先輩看護師の不適切な状況判断から生じた行動制限 (隔離・身体拘束)の遵守

それへの不満   患者よりも先輩看護師からの評価を気にかける

先輩看護師への様々な遠慮

不明確な治療方針に対する看護師の戸惑いとあきらめ

医師主導の治療への  医師の一方的な行動制限 (隔離・身体拘束)に対する不満

不 満 医師の治療方針における看護師の役割不在

医師への様々な遠慮

性差による業務分担の
格差と不満

男性看護師中心の治療環境

女性看護師への過剰な配慮

性差による安心感と不全感衿 ア場面で感じる

性差を意識しすぎることで患者との関係構築に弊害が生じる

男性看護師への様々な遠慮

逃げ場のない環境

で試される看護師の

臨床能力 夜勤での緊張感と

負担感

夜勤帯での入院の多さ

絶えず入院を意識した円滑な業務の工夫

看護師に求められる適切な治療判断力

被暴力行為への覚悟

少人数体制での業務への限界

精神科における建物構造的特徴

衆 目にさらされる状況  自身の臨床能力地 の看護師や他職種に見透かされる

看護師の臨床能力を患者に見透かされる

一般科病棟では経験した
ことのない異質な状況

非日常体験で芽生えた離職願望や適性への疑間

一般科患者と比較して治療意欲や理解が低い

医療者に向けられる患者の拒否や攻撃の強さ

看護師個々の臨床能力が治療効果へ強く影響する

精神科救急におけ

る職業倫理の    危機管理の徹底と

揺らぎ    安全管理への拡大解釈

治療として行動制限(隔離・身体拘束)に依存することへの疑間

行動制限(隔離・身体拘束)に伴う看護師の安全や保障感の確保

リミットセッティングの設定と解除の難しさ

徹底した患者に関わる物品管理

法的な強制力によつて

阻まれた患者の

社会復帰

非自発的入院者の圧倒的な多さ

措置診察の曖昧さ

退院まで変更されることのない入院形態

治療や看護への様々な制限

入院の長期化

精神科救急医療
システムにおける

ネットワーク不足

精神科救急医療

システムにおける

ネットワーク不足

他の医療機関との連携不足

行政との連携不足

福祉との連携不足

家族の治療参加と

休息への

阻害要因 家族の治療参加と

休息への阻害要因

家族の患者への恐怖感や絶望感

残存する精神科医療へのマイナスイメージ

複雑な患者―家族関係とその背景

業務が多忙であり家族と関わる時間がとれない

患者の病状回復と家族の受け入れ態勢の時間的なズレ
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精神科救急病棟で勤務する看護師の職務ス トレスの特殊性

図 1 精神科救急病棟で勤務する看護師の職務ス トレスの特殊性

Ⅵ .結論

精神科救急病棟看護師の職務ス トレスには、精神

科看護師の持つ患者からの暴力や自殺などのス トレ

スに加えて、精神科救急病棟 とい う特殊な治療環境

に付随する職務に曝されていた。これは精神科救急

医療システムの中で生じる問題および困難な状況か

ら、役割葛藤や戸惑い、職業倫理への揺らぎなどの

多様な要因が複雑に絡み合い、精神科救急病棟看護

師の職務ス トレスの特殊性が生じていることが示唆

された。

本 研 究 の課 題 と今 後 の課 題

精神科救急病棟に勤務する看護師の職務ス トレス

の特殊性に着 日し、その実態について明らかにした

が、研究対象者の背景や人数が限られていた。今後

は、それらをさらに拡大することによつて、偏 りの

ない結果を得 られるものと考えられる。また、今回

作成 した逐語録を基に、テキス トマイエングの手法

を用いてさらに深い分析を試みることで、より客観

的な検討を行つていくことが可能になるものと考え

る。
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